
1 
 

 三重の森林づくり実施状況（平成３０年度版）について 
令和元年８月８日 

森林・林業経営課 

 

1 「三重の森林づくり条例」について 

 平成 17 年 10 月に三重県議会において、「三重の森林づくり条例」が議員提

案により制定されました。 

この条例は、三重の森林を守り、又は育てること（三重の森づくり）につい

て、基本理念を定め、並びに県、森林所有者等、県民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、三重のも

りづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康で文化的な生

活の確保に寄与することを目的としています。 

 

２  三重の森林づくり条例の基本計画について 

（１）三重の森林づくり基本計画(平成 18 年 3 月策定) 

①基本計画の位置づけ 

基本計画は、三重の森林づくり条例第１１条の規定に基づき、三重の森林

づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中長期的な目

標、基本となる方針、施策の方向性を定めたものです。 

 

三重の森林づくり条例 

第十一条 知事は、三重のもりづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、三重のもりづくりについての基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定め

なければならない。 

２ 基本計画は、三重のもりづくりに関する中長期的な目標、基本となる方針、施策の

方向その他必要な事項を定めるものとする。 

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、三重県森林審議会の意見

を聴き、議会の議決を経なければならない。 

４ 知事は、基本計画を定めようとするときは、県民の意見を反映することができるよ

う、必要な措置を講ずるものとする。 

５ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告するとと

もに、これを公表しなければならない。 

７ 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

②基本計画の期間 

平成 18 年に策定した基本計画は、平成 37 年度までを見通した施策の展開

方向と目標を定めるとともに、10 年間に必要となる施策を示しています。 
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（２）三重の森林づくり基本計画２０１２（平成 24 年 3 月改定） 

①基本計画の改定について 

基本計画策定から 5 年を経過する中で、森林・林業を巡る社会情勢は大き

く変化し、これらの変化に適確に対応していく必要性が高まっていました。

こうした中で、平成 24 年度から県の新しい総合計画である「みえ県民力ビ

ジョン」がスタートすることから、それにあわせて改定を行いました。 

 

②基本計画２０１２の期間 

基本計画 2012 の目標年次は、当初の基本計画の平成 37 年度とし、その実

現に向けて必要な、具体的な施策を示しています。 

 

（３）三重の森林づくり基本計画２０１９について（平成 31年 3月改定） 

①基本計画改定の趣旨 

平成 24年の改定から 7年が経過する中で、みえ森と緑の県民税の導入や、

水源地域の保全に向けた新たな条例の制定、みえ森林・林業アカデミーの開

講、森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税の創設、森林経営管理法の制定

など、森林・林業を取り巻く状況の大きな変化を踏まえ、県民や市町、林業

事業体等が一丸となって三重の森林づくりに取り組むため、県としての基本

的な方向性を示す必要があることから、改定を行いました。 

 

②基本計画２０１９の期間 

近年の森林・林業を取り巻く社会情勢変化のスピードが速まっていること

や、これまでも概ね 5 年を目安として基本計画の見直しを行っていることを

踏まえ、目標年次を平成 31 年度（2019 年度）から 10 年後の令和 10 年（2028

年度）とし、その実現に向けて必要な､具体的な施策を示しています。 

 

３  三重の森林づくり実施状況について 

（１）位置づけ 

 三重の森林づくり条例第１１条第６項の規定に基づき、毎年、基本計画に基づく施

策の実施状況や森林・林業の状況等について、議会に報告するとともに、県民に公

表するために作成するものです。 

 

（２）三重県森林審議会における意見聴取 

  県民と一緒に森林づくりを進めていくという計画の趣旨から、県民の意見を今後の

計画推進に反映させるために、実施状況報告に対して森林審議会の場で意見をお

聞きすることとしています。 

 










